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令和 4 年度 

あさぎり町定期監査報告書 
 

 

＜監査の対象＞ 

 
 

※令和 4 年 9 月末までの歳入歳出予算執行分 

 

令和 4 年度一般会計 

令和 4 年度国民健康保険特別会計 

令和 4 年度後期高齢者医療特別会計 

令和 4 年度介護保険特別会計 

令和 4 年度球磨郡障害認定審査事業特別会計 

令和 4 年度球磨郡介護認定審査事業特別会計 

令和 4 年度水道事業会計 

令和 4 年度下水道事業会計 
 

【企画政策課】あさぎり商社への委託料（同社の 3 年度決算資料）、  

地域づくり団体助成金 

【町 民 課】 資源有価物回収事業交付金 

【生活福祉課】放課後児童健全育成事業補助金、 

障がい児保育事業補助金、延長保育事業補助金、  

病後児保育事業補助金 

【高齢福祉課】脳いきいき事業、地域型サロン事業 

【健康推進課】スマートウェルネス事業 

【農林振興課】農業経営分析事業（3・4 年度）、農産加工センター委託料、 

強い農業・担い手づくり総合支援金、 

有機農業推進補助金、農業次世代人材投資事業補助金、 

担い手づくり支援交付金、 

担い手確保・経営強化支援事業補助金、 

田んぼダム協力支援事業助成金 

【商工観光課】販路開拓強化事業、店舗改装事業等補助金、 

住宅リフォーム等補助金、地域イベント等補助金、 

商工業振興補助金 

【教 育 課】 町文化協会補助金、文化財修理補助金 

 

 

あさぎり町監査委員 
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あさ監第 48 号 

令和 4 年 12 月 1 日 

 

あさぎり町議会議長 德永 正道 様 

あ さ ぎ り 町 長 尾鷹 一範 様 

あ さ ぎ り 町 教 育 委 員 会     

あ さぎり 町 選 挙 管 理 委 員 会 

あ さ ぎ り 町 農 業 委 員 会 各位 

 

あさぎり町監査委員 園田 孝幸 

あさぎり町監査委員 加賀山 瑞津子 

 

令和 4 年度定期監査の結果に関する報告の提出について 

 

 地方自治法第 199 条第 4 項の規定により定期監査を実施したので、同条第 9 項の規定により、その

結果に関する報告を下記のとおり提出する。 

 

記 

 

１ 監査の概要 

(1)監査対象（令和 4 年 9 月 30 日までの予算執行分） 

令和 4 年度 一般会計 

令和 4 年度 国民健康保険特別会計 

令和 4 年度 後期高齢者医療特別会計 

令和 4 年度 介護保険特別会計 

令和 4 年度 球磨郡障害認定審査事業特別会計 

令和 4 年度 球磨郡介護認定審査事業特別会計 

令和 4 年度 水道事業会計 

令和 4 年度 下水道事業会計 

【企画政策課】あさぎり商社への委託料（同社の 3 年度決算資料）、 地域づくり団体助成金 

【町 民 課】  資源有価物回収事業交付金 

【生活福祉課】放課後児童健全育成事業補助金、障がい児保育事業補助金、延長保育事業補助金、 

病後児保育事業補助金 

【高齢福祉課】脳いきいき事業、地域型サロン事業 

【健康推進課】スマートウェルネス事業 

【農林振興課】農業経営分析事業（3・4 年度）、農産加工センター委託料、 

強い農業・担い手づくり総合支援金、有機農業推進補助金、 

農業次世代人材投資事業補助金、 

担い手づくり支援交付金、担い手確保・経営強化支援事業補助金、 

田んぼダム協力支援事業助成金 

【商工観光課】販路開拓強化事業、店舗改装事業等補助金、住宅リフォーム等補助金、 

地域イベント等補助金、商工業振興補助金 

【教育課】町文化協会補助金、文化財修理補助金 

 

(2)実施日   令和 4 年 10 月 20 日（木）～11 月 25 日（金） 左記の期間中 11 日間 

 

（3）監査の着眼点 

令和 4 年度の定期監査は財務に関する事務の執行、経営に係る事業管理の中で特に事業の執行状

況及び補助金の交付状況が適正且つ合理的に行われているかなどを重点的に関係資料に基づき実施

した。また、各支所、消防団詰所、小・中学校の監査も実施した。 
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２  監査の結果 

 

〈 令和4年9月30日現在 〉

予算額 収入済額 執行率

（A) （B) （B/A)

町 税 1,186,734,000 1,262,823,733 787,289,890 475,533,843 66.3 72.5

地 方 譲 与 税 141,784,000 43,012,000 43,012,000 0 30.3 32.4

利 子 割 交 付 金 1,231,000 151,000 151,000 0 12.3 27.6

配 当 割 交 付 金 3,649,000 2,453,000 2,453,000 0 67.2 59.0

株式等譲渡所得割交付金 4,644,000 0 0 0 0.0 0.0

法 人 事 業 税 交 付 金 12,093,000 7,930,000 7,930,000 0 65.6 49.3

地 方 消 費 税 交 付 金 312,488,000 186,405,000 186,405,000 0 59.7 72.8

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 5,405,000 2,503,037 2,503,037 0 46.3 63.0

環 境 性 能 割 交 付 金 13,644,000 3,325,000 3,325,000 0 24.4 53.9

地 方 特 例 交 付 金 8,698,000 6,294,000 6,294,000 0 72.4 73.2

地 方 交 付 税 4,572,273,000 3,409,006,000 3,409,006,000 0 74.6 83.7

交通安全対策特別交付金 1,244,000 640,000 640,000 0 51.4 64.9

分 担 金 及 び 負 担 金 27,790,000 13,869,809 12,302,256 1,567,553 44.3 38.8

使 用 料 及 び 手 数 料 101,708,000 108,038,417 54,961,910 53,076,507 54.0 51.8

国 庫 支 出 金 2,025,368,000 1,008,841,780 170,322,633 838,519,147 8.4 10.9

県 支 出 金 1,137,577,000 372,578,872 282,375,077 90,203,795 24.8 24.4

財 産 収 入 135,561,000 31,386,196 27,801,353 3,584,843 20.5 39.2

寄 附 金 411,100,000 113,544,000 113,444,000 100,000 27.6 28.8

繰 入 金 894,384,000 0 0 0 0.0 0.0

繰 越 金 848,736,000 848,736,458 848,736,458 0 100.0 100.0

諸 収 入 205,324,000 164,966,579 128,182,725 36,783,854 62.4 41.8

町 債 2,191,000,000 0 0 0 0.0 0.0

歳 入 合 計 14,242,435,000 7,586,504,881 6,087,135,339 1,499,369,542 42.7 45.9

【 一般会計 】

（1）歳入予算の執行状況（科目別歳入予算の執行状況）

（注）　　1.予算額には、繰越明許費・事故繰越額を含む。

　　　　　2.収入済額には、前年度決算に伴う繰越金を含む。

（単位：円・％）

科　　　　目 調定額 収入未済額
前 年 同 期
の 執 行 率
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〈 令和4年9月30日現在 〉

支出済額 執行率

議 会 費 99,120,000 48,248,559 50,871,441 48.7 50,962,943 49.6

総 務 費 3,233,986,000 801,035,133 2,432,950,867 24.8 700,988,557 19.4

民 生 費 3,468,546,000 1,334,367,946 2,134,178,054 38.5 1,199,201,490 35.0

衛 生 費 1,024,093,000 486,549,470 537,543,530 47.5 414,401,501 47.1

農林 水産 業費 1,177,468,000 277,676,535 899,791,465 23.6 175,041,308 18.9

商 工 観 光 費 223,424,000 92,099,672 131,324,328 41.2 113,954,400 36.5

土 木 費 1,301,217,000 430,276,710 870,940,290 33.1 461,532,290 37.0

消 防 費 509,576,000 258,954,078 250,621,922 50.8 274,967,714 62.7

教 育 費 1,474,629,000 478,020,019 996,608,981 32.4 331,628,175 24.1

災 害 復 旧 費 516,119,000 52,251,062 463,867,938 10.1 194,860,876 28.3

公 債 費 1,209,403,000 610,751,973 598,651,027 50.5 637,856,342 50.6

予 備 費 4,854,000 0 4,854,000 0.0 0 0.0

計 14,242,435,000 4,870,231,157 9,372,203,843 34.2 4,555,395,596 31.9

備　　　考

【 一般会計 】

（2）歳出予算の執行状況

支出済額 予算残額 執行率

（単位：円・％）

（注）上記の表は、前年度からの繰越明許費・事故繰越額を含む。

款 予算額

前年度同期
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（3）町営住宅管理状況

入居戸数 空家

1 上 18 18 0

2 上 10 9 1

3 上 23 23 0

4 上 14 13 1

5 上 4 4 0

6 上 8 8 0

7 免田 72 58 14

8 免田 18 18 0

9 免田 24 24 0

10 免田 32 32 0

11 岡原 2 2 0

12 岡原 3 3 0

13 岡原 8 6 2

14 岡原 4 2 2

15 岡原 3 3 0

16 岡原 5 5 0

17 岡原 24 24 0

18 岡原 18 16 2

19 岡原 12 12 0

20 須恵 6 6 0

21 須恵 6 6 0

22 須恵 2 2 0

23 深田 8 8 0

24 深田 8 7 1

25 深田 8 8 0

26 深田 6 5 1

27 深田 10 10 0

28 上 11 11 0

29 上 10 10 0

30 岡原 7 7 0

31 須恵 2 2 0

32 深田 4 4 0

33 上 1 1 0

34 須恵 10 10 0

401 377 22

左記の内訳

（単位：戸）

校区 管理戸数

新堀ノ内団地

若宮団地

計

塚脇団地

下道団地

ニ子団地

浜川団地

葉山団地

柳別府団地

新井上団地

上西団地

平和団地

才田団地

丸尾団地

丸尾２団地

別府団地

亀の甲団地

寺田団地

婦津原団地

堀ノ内団地

竹野団地

永北団地

住宅名

覚井団地

柴田団地

星原団地

梼の木団地

内山団地

内山団地（特公賃）

井上賃貸団地

須恵中央ハイツ

下里団地

榎田団地（特公賃）

塚脇団地（特公賃）

新堀ノ内団地（特公賃）

覚井団地（特公賃）
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〈 令和4年9月30日現在 〉 （単位：円）

前 年 度 末 で の
貸 付 額 累 計 ①

当 年 度 9 月 末 の
貸 付 額 累 計
① ＋ ②

626,990,000 631,890,000

〈 令和4年9月30日現在 〉 （単位：円）

前 年 度 末 で の
返 済 額 累 計 ①

当 年 度 9 月 末 の
返 済 額 累 計
① ＋ ②

479,545,800 493,732,700

〈 令和4年9月30日現在 〉 （単位：円）

当年度9月末での
奨学基金の預金額①

当年度での
返済見込み額②

当年度での
貸付予定額③

当年度での
貸付可能額
①＋②－③

126,177,022 10,669,600 4,860,000 131,986,622

（単位：円）

調　定　額 収　入　額 　収　入　未　済　額

現年度分 63,969,000 27,727,258 36,241,742

過年度分 267,788 0 267,788

計 64236788 27727258 36509530

当年度中の返済額 ②

14,186,900

【給食費の収納状況】

〈 令和4年9月30日現在 〉

（3）今後の奨学金の貸付可能額の見込み

【奨学基金の運用状況】

（1）奨学基金の貸付状況

当年度中の貸付額　②

4,900,000

（2）奨学基金貸付金の現在までの返済状況
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〈 令和4年9月30日現在 〉

予算額 収入済額 執行率

（A) （B) （B/A)

国 民 健 康 保 険 税 390,007,000 426,263,794 162,758,786 263,505,008 41.7 40.4

一 部 負 担 金 4,000 0 0 0 0.0 0.0

使 用 料 及 び 手 数 料 230,000 187,300 37,400 149,900 16.3 19.6

国 庫 支 出 金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

療 養 給 付 費 等 交 付 金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

県 支 出 金 1,476,766,000 1,401,358,619 700,674,000 700,684,619 47.4 49.0

財 産 収 入 981,000 0 0 0 0.0 0.0

繰 入 金 142,623,000 0 0 0 0.0 0.0

繰 越 金 40,946,000 62,285,277 62,285,277 0 152.1 138.5

諸 収 入 8,410,000 12,620,671 12,790,471 △ 169,800 152.1 56.7

町 債 2,000 0 0 0 0.0 0.0

計 2,059,971,000 1,902,715,661 938,545,934 964,169,727 45.6 47.1

備　　　考

【 国民健康保険特別会計 】

（1）歳入予算の執行状況

（単位：円・％）

科　　　　目 調定額 収入未済額
前 年 同 期
の 執 行 率
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〈 令和4年9月30日現在 〉

支出済額 執行率

総 務 管 理 費 12,952,000 7,470,555 5,481,445 57.7 6,113,071 15.2

徴 税 費 177,000 72,600 104,400 41.0 67,320 38.7

運 営 協 議 会 費 209,000 0 209,000 0.0 0 0.0

療 養 諸 費 1,246,345,000 529,334,113 717,010,887 42.5 505,138,328 40.7

高 額 療 養 費 188,318,000 107,717,682 80,600,318 57.2 90,851,151 50.0

移 送 費 31,000 0 31,000 0.0 0 0.0

出 産 育 児 諸 費 5,043,000 1,098,255 3,944,745 21.8 1,259,710 21.4

葬 祭 諸 費 600,000 160,000 440,000 26.7 260,000 43.3

傷 病 手 当 金 400,000 105,965 294,035 26.5 0 0.0

医 療 給 付 費 分 406,981,000 135,653,702 271,327,298 33.3 139,705,485 33.3

後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分

110,866,000 36,956,817 73,909,183 33.3 40,255,038 33.3

介 護 納 付 金 分 51,384,000 17,129,623 34,254,377 33.3 17,854,395 33.3

1,000 0 1,000 0.0 0 0.0

保 健 事 業 費 1,180,000 458,640 721,360 38.9 0 43.6

特定健康診査等
事 業 費

30,961,000 14,106,475 16,854,525 45.6 779,667 21.1

982,000 0 982,000 0.0 5,577,936 0.0

250,000 0 250,000 0.0 0 0.0

1,291,000 518,100 772,900 40.1 608,500 47.1

2,000,000 0 2,000,000 0.0 0 0.0

2,059,971,000 850,782,527 1,209,188,473 41.3 808,470,601 38.6

基金積立金

公債費

諸支出金

計

備　　　考

予備費

【 国民健康保険特別会計 】

（2）歳出予算の執行状況

（単位：円・％）

前年度同期
款 予算額 支出済額 予算残額 執行率

保

健
事

業
費

共 同 事 業 拠 出 金

国

民

健

康

保

険

事

業

納

付

金

保
険
給
付
費

総
務
費
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収入済額 徴収率

医療現年 274,437,000 280,449,557 113,229,382 167,220,175 40.4 128,282,341 44.9

後期現年 84,970,000 86,659,976 34,887,901 51,772,075 40.3 25,626,081 29.1

介護現年 24,970,000 27,340,567 1,035,917 26,304,650 3.8 7,005,478 26.9

小計 384,377,000 394,450,100 149,153,200 245,296,900 37.8 160,913,900 40.2

医療滞納 3,953,000 21,707,558 3,019,320 18,688,238 13.9 3,657,405 13.3

後期滞納 1,084,000 6,206,178 872,289 5,333,889 14.1 603,340 8.5

介護滞納 514,000 3,188,453 413,977 2,774,476 13.0 367,450 9.0

小計 5,551,000 31,102,189 4,305,586 26,796,603 13.8 4,628,195 12.0

医療滞納 53,000 448,384 0 448,384 0.0 12,729 2.3

後期滞納 13,000 139,843 0 139,843 0.0 4,039 2.8

介護滞納 13,000 123,278 0 123,278 0.0 3,132 2.2

小計 79,000 711,505 0 711,505 0.0 19,900 2.4

384,377,000 394,450,100 149,153,200 245,296,900 37.8 160,913,900 40.2

5,630,000 31,813,694 4,305,586 27,508,108 13.8 4,648,095 11.8

退
職

分

　現年計

（3）国民健康保険税の収納状況

（単位：円・％）

備　　　考

　滞納計

区　　　　分 予算額 調定額 収入済額 徴収率
前年度同期

〈 令和4年9月30日現在 〉

収入未済額

一
般

分
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【後期高齢者医療特別会計 】

（1）歳入予算の執行状況

〈 令和4年9月30日現在 〉

予算額 収入済額 執行率

（A) （B) （B/A)

後期高齢者医療
保 険 料

156,219,000 155,863,400 70,030,200 85,833,200 44.8 47.3

使 用 料 及 び
手 数 料

25,000 13,900 6,800 7,100 27.2 32.4

繰 入 金 81,145,000 0 0 0 0.0 0.0

諸 収 入 563,000 40,511 40,511 0 7.2 29.3

繰 越 金 966,000 3,358,963 3,358,963 0 347.7 350.0

計 238,918,000 159,276,774 73,436,474 85,840,300 30.7 32.7

（2）歳出予算の執行状況

〈 令和4年9月30日現在 〉

支出済額 執行率

総 務 費 1,991,000 883,470 1,107,530 44.4 915,181 79.2

後期高齢者医療
広域連合納付金

235,376,000 46,221,700 189,154,300 19.6 45,418,600 20.9

保 健 事 業 費 336,000 39,111 296,889 11.6 323,569 30.2

諸 支 出 金 215,000 96,700 118,300 45.0 54,500 25.3

予 備 費 1,000,000 0 1,000,000 0.0 0 0.0

計 238,918,000 47,240,981 191,677,019 19.8 46,711,850 21.2

（単位：円・％）

（単位：円・％）

款 予算額 支出済額 予算残額 執行率

前年度同期

科　　　　目 調定額 収入未済額
前 年 同 期
の 執 行 率
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〈 令和4年9月30日現在 〉

予算額 収入済額 執行率

（A) （B) （B/A)

355,399,000 362,977,235 181,859,220 181,118,015 51.2 50.0

78,000 73,900 28,000 45,900 35.9 42.0

介 護 給 付
負 担 金

336,458,000 336,458,728 168,228,000 168,230,728 50.0 50.0

調 整 交 付 金 143,329,000 144,526,000 96,351,000 48,175,000 67.2 57.7

介護予防事業
交 付 金

12,984,000 0 0 0 0.0 0.0

包 括 的 支 援 ・
任 意 事 業 交 付 金

19,989,000 0 0 0 0.0 0.0

保険者機能強化推進交

付金・保険者努力支援交
付金

7,497,000 0 0 0 0.0 0.0

支 払 基 金
交 付 金

494,240,000 565,403,000 235,591,000 329,812,000 47.7 47.4

地域支援事業
支 援 交 付 金

14,023,000 14,023,000 5,847,000 8,176,000 41.7 41.7

介護給付費負
担 金

258,460,000 258,460,270 117,480,000 140,980,270 45.5 45.5

介護予防事業
交 付 金

6,492,000 0 0 0 0.0 0.0

包 括 的 支 援 ・
任 意 事 業 交 付 金

9,994,000 0 0 0 0.0 0.0

432,000 0 0 0 0.0 0.0

一 般 会 計
繰 入 金

293,335,000 134,000,000 134,000,000 0 45.7 0.0

基 金 繰 入 金 1,000 0 0 0 0.0 0.0

47,462,000 94,974,989 94,974,989 0 200.1 118.4

延滞 金、 加算
金 及 び 過 料

3,000 0 6,800 △ 6,800 226.7 733.3

雑 入 3,000 11,176 11,176 0 372.5 500.0

7,158,000 3,236,700 3,236,700 0 45.2 45.7

2,007,337,000 1,914,144,998 1,037,613,885 876,531,113 51.7 44.0

調定額 収入未済額
前 年 同 期
の 執 行 率

【 介護保険特別会計 】

（1）歳入予算の執行状況
（単位：円・％）

備　　　　　　考

諸
収

入

計

繰
入

金

繰 越 金

サ ー ビ ス 収 入

介 護 保 険 料

科　　　　目

財 産 収 入

支
払
基

金

交
付

金

県
支

出
金

国
庫

支
出
金

使 用 料 及 び
手 数 料
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【 介護保険特別会計 】

（2）歳出予算の執行状況

〈 令和4年9月30日現在 〉

支出済額 執行率

総 務 費 22,659,000 11,290,665 11,290,665 49.8 12,502,358 53.5

保 険 給 付 費 1,830,520,000 720,578,145 1,109,941,855 39.4 750,507,582 40.7

諸 支 出 金 43,436,000 324,270 43,111,730 0.7 217,560 0.2

地 域支 援事 業費 109,597,000 40,009,705 69,587,295 36.5 41,691,501 35.7

公 債 費 250,000 0 250,000 0.0 250,000 0.0

予 備 費 875,000 0 875,000 0.0 0 0.0

計 2,007,337,000 772,202,785 1,235,134,215 38.5 805,169,001 38.7

備　　　　　　考

（単位：円・％）

款 予算額 支出済額 予算残額 執行率

前年度同期

〈 令和4年9月30日現在 〉

現年分 ( 5276 名 ) 339,392,160 167,097,420 172,294,740 49.2

滞納分 ( 0 名 ) 0 0 0

339,392,160 167,097,420 172,294,740

現年分 ( 344 名 ) 21,761,590 14,325,280 7,436,310 65.8

滞納分 ( 32 名 ) 1,823,485 436,520 1,386,965 23.9

23,585,075 14,761,800 8,823,275

現年分 ( 5620 名 ) 361,153,750 181,422,700 179,731,050 50.2

滞納分 ( 32 名 ) 1,823,485 436,520 1,386,965 23.9

362,977,235 181,859,220 181,118,015 50.1

【 介護保険特別会計 】

徴収率

（単位：円・％）

特別徴収

普通徴収

調定額 収入済額 収入未済額

（3）介護保険料の収納状況

合計

計

小計

小計

区　　　　　　　　　　　　分
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〈 令和4年9月30日現在 〉

予算額 収入済額 執行率

（A) （B) （B/A)

分担金及び負
担 金

5,205,000 5,205,698 3,390,000 1,815,698 65.1 66.5

繰 入 金 956,000 956,302 690,000 266,302 72.2 72.9

諸 収 入 1,000 0 0 0 0.0 0.0

繰 越 金 476,000 2,981,500 2,981,500 0 626.4 447.4

国 庫 支 出 金 0

計 6,638,000 9,143,500 7,061,500 2,082,000 106.4 96.1

（2）歳出予算の執行状況

〈 令和4年9月30日現在 〉

支出済額 執行率

総 務 費 6,138,000 2,616,441 3,521,559 42.6 2,279,726 37.2

予 備 費 500,000 0 500,000 0.0 0 0.0

計 6,638,000 2,616,441 4,021,559 39.4 2,279,726 34.4

【 球磨郡障害認定審査事業特別会計 】

（1）歳入予算の執行状況

（単位：円・％）

（単位：円・％）

款 予算額 支出済額 予算残額 執行率

前年度同期

科　　　　目 調定額 収入未済額
前 年 同 期
の 執 行 率
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【水道事業会計】 

 
 

税  抜  額 税  込  額 予　算　額

　１．水道事業収益 204,406,130 214,709,512 393,732,000

103,351,377 113,654,759 215,174,000

103,077,296 113,376,259 214,492,000

 1．水道使用料 103,077,296 113,376,259 214,492,000

0 0 2,000

 1．給水工事収入 0 0 1,000

 2．修繕工事収入 0 0 1,000

274,081 278,500 680,000

 １．他会計負担金 0 0 1,000

 2．手 数 料 274,081 278,500 678,000

 3．材料売却収益 0 0 1,000

101,054,753 101,054,753 178,556,000

1,385 1,385 27,000

 １．預 金 利 息 1,385 1,385 15,000

 2．基 金 利 息 0 0 12,000

26,040,103 26,040,103 26,599,000

 1．他会計補助金 26,040,103 26,040,103 26,599,000

0 0 1,000

 1．消費税還付金 0 0 1,000

0 0 76,955,000

 1．長期前受金戻入 0 0 76,955,000

0 0 1,000

 1．引当金戻入益 0 0 1,000

40,300 40,300 1,000

 1．その他雑収益 40,300 40,300 1,000

74,972,965 74,972,965 74,972,000

 1．資本費繰入収益 74,972,965 74,972,965 74,972,000

0 0 2,000

0 0 1,000

0 0 1,000

収　　益　　合　　計 204,406,130 214,709,512 393,732,000

 ６.雑収益

 ７.資本費繰入収益

 3.特別利益

 1.固定資産売却益

 2.過年度損益修正益

 ５.引当金戻入

　付 属 明 細 書          　1．収益費用明細書(上半期分)
款　・　項　・　目　・　節

 １．営 業 収 益

 1.　給 水 収 益 

 2．受託工事収益

 3．その他の営業収益

 2.営業外収益

 1.受 取 利 息

 2.補   助   金

 3.消費税還付金

 4.長期前受金戻入
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　1．水道事業費用 66,007,399 69,994,732 402,682,000

 1.営 業 費 用 52,466,445 56,442,952 372,129,000

 1.原水及び浄水費 14,197,413 15,523,562 89,457,000

 1.手当等 457,585 457,585 1,635,000

 2.委託料 1,101,008 1,211,109 13,341,000

 3.修繕費 10,184,800 11,203,280 67,132,000

 4.薬品費 2,454,020 2,651,588 7,285,000

 5.備消品費 0 0 64,000

 2.配水及び給水費 21,257,756 23,372,169 64,809,000

 1.手当等 39,201 39,201 123,000

 2.燃料費 32,399 34,870 873,000

 3.通信運搬費 618,649 680,497 2,150,000

 4.委託料 1,442,100 1,586,310 3,620,000

 5.備消品費 4,873 5,360 240,000

 6.修繕費 3,445,220 3,789,742 22,880,000

 7.材料費 0 0 1,181,000

 9.路面復旧費 0 0 0

 10.賃借料 214,100 229,010 475,000

 11.動力費 15,461,214 17,007,179 33,267,000

0 0 5,000

 1.修繕費　他 0 0 5,000

 4.総   係   費 13,017,905 13,154,516 32,019,000

   1.報酬 0 0 44,000

   2.給料 6,633,600 6,633,600 13,325,000

   3.手当等 2,734,183 2,738,767 7,637,000

   4.賞与引当金繰入額 0 0 1,757,000

   5.法定福利費 1,547,564 1,547,564 3,740,000

   6.法定福利費引当金繰入額 0 0 343,000

   7.旅費 1,000 1,100 533,000

   8.備消耗費 27,478 30,226 114,000

   9.燃料費 235,814 259,256 735,000

 10.印刷製本費 267,905 294,695 378,000

 11.通信運搬費 230,004 253,005 707,000

 12.食糧費 12,494 13,696 24,000

 13.公課費 0 0 0

 14.保険料 666,423 666,423 706,000

 15.会費負担金 113,980 113,980 485,000

 16.手数料 0 0 0

 17.委託料 186,027 204,628 512,000

 18.修繕費 191,433 210,576 437,000

 19.賃借料 170,000 187,000 514,000

 20.貸倒引当金繰入額 0 0 28,000

 ３.受託工事費
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 5.業   務   費 3,993,371 4,392,705 22,634,000

  1.手数料 194,901 214,390 516,000

  2.委託料 3,798,470 4,178,315 22,118,000

 6.減価償却費 0 0 162,283,000

 7.資産減耗費 0 0 921,000

  1.固定資産除却費 0 0 920,000

  2.棚卸資産減耗費 0 0 1,000

 8.その他の営業費用 0 0 1,000

 2.雑支出 0 0 1,000

 2.営業外費用 13,432,683 13,432,683 27,115,000

 1.支払利息及び企業債取扱諸費 13,432,683 13,432,683 26,114,000

 2.消費税及び地方消費税 0 0 1,000,000

 3.雑支出 0 0 1,000

 3.特 別 損 失 108,271 119,097 151,000

 1.固定資産売却損 0 0 1,000

 2.過年度損益修正損 108,271 119,097 150,000

 4.災害による損失 0 0 0

 4.予   備   費 0 0 3,287,000

費　　用　　合　　計 66,007,399 69,994,732 402,682,000

■地方公営企業法第26条の規定による繰越額

税  抜  額 税  込  額 予　算　額

　1．水道事業費用 4,780,000 5,258,000 5,258,000

 1.営 業 費 用 4,780,000 5,258,000 5,258,000

 1.原水及び浄水費 4,780,000 5,258,000 5,258,000

 3.修繕費 4,780,000 5,258,000 5,258,000

収入 支出

54.5% 17.4%

53.6% 19.4%

上半期執行率

当年度

前年度

款　・　項　・　目　・　節
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【下水道事業会計】 

 
 

税  抜  額 税  込  額 予　算　額

　１．下水道事業収益 290,568,434 299,173,204 620,965,000

87,374,740 95,979,510 193,464,000

86,039,685 94,623,360 176,050,000

 1．特環下水道使用料 85,780,785 94,338,570 175,493,000

 2．簡易排水施設使用料 258,900 284,790 557,000

982,000 982,000 982,000

 1．雨水処理負担金 982,000 982,000 982,000

210,955 232,050 166,000

 １．他町村流入負担金 210,955 232,050 166,000

142,100 142,100 16,266,000

 1． 他会計負担金 0 0 16,000,000

 2． 特環下水道手数料 122,900 122,900 264,000

 3． 簡易排水施設手数料 0 0 1,000

 5． 延滞金 19,200 19,200 1,000

203,192,694 203,192,694 427,500,000

694 694 36,000

 1．預金利息 694 694 1,000

 2．基金利息 0 0 35,000

0 0 2,000,000

 1．特環下水道国庫補助金 0 0 2,000,000

203,192,000 203,192,000 304,760,000

 1．特環下水道他会計補助金 202,644,000 202,644,000 304,212,000

 2．簡易排水施設他会計補助金 548,000 548,000 548,000

0 0 120,703,000

 1. 国庫補助金長期前受金戻入 0 0 109,735,000

 2．県補助金長期前受金戻入 0 0 626,000

 3．分担金長期前受金戻入 0 0 10,342,000

 7．その他長期前受金戻入 0 0 0

0 0 1,000

 2．その他雑収益 0 0 1,000

1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000

収　　益　　合　　計 290,568,434 299,173,204 620,965,000

 3.特別利益

 2.過年度損益修正益

 ８.その他営業外収益

　付 属 明 細 書          　1．収益費用明細書(上半期分)
款　・　項　・　目　・　節

 １．営 業 収 益

 1.　下水道使用料 

 2．雨水処理負担金

 3．他町村下水道流入負担金

 2.営業外収益

 1.受 取 利 息

 3. 国庫補助金

 5.他会計補助金

 6.長期前受金戻入

 5．その他営業収益
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　1．下水道事業費用 121,193,642 130,061,913 600,908,000

 1.営 業 費 用 83,196,817 90,031,123 522,334,000

  1. 汚水管渠費 7,832,834 8,309,680 23,981,000

 1.給料 2,155,200 2,155,200 4,322,000

 2.手当等 376,934 376,934 1,230,000

 3.賞与引当金繰入額 0 0 573,000

 4.法定福利費 513,785 513,785 1,184,000

 5.法定福利費引当金繰入額 0 0 114,000

 8.備消品費 55,700 61,270 78,000

12.通信運搬費 474,687 522,086 1,059,000

13.委託料 1,622,000 1,784,200 5,915,000

15.賃借料 0 0 286,000

16.修繕費 947,009 1,040,059 4,888,000

20.動力費 1,687,519 1,856,146 4,258,000

22.材料費 0 0 74,000

1,038,153 1,140,466 1,937,000

  2.燃料費 0 0 5,000

税  抜  額 税  込  額 予　算　額

   6.委託料 266,000 292,600 871,000

   7.手数料 15,000 15,000 15,000

   9.修繕費 676,000 743,600 837,000

  13.動力費 81,153 89,266 209,000

10,905,157 10,972,841 27,124,000

   1. 給料 5,608,800 5,608,800 11,250,000

   2. 手当等 855,914 855,914 4,518,000

   3. 賞与引当金繰入額 0 0 1,479,000

   4. 報酬 0 0 44,000

   5. 退職手当組合負担金 1,708,080 1,708,080 3,426,000

   6. 法定福利費 1,242,660 1,242,660 3,191,000

   7. 法定福利費引当金繰入額 0 0 291,000

 　8.旅費 24,182 26,600 210,000

 12.備消品費 7,421 8,163 55,000

 13.燃料費 56,624 62,285 149,000

 15.印刷製本費 155,995 171,595 221,000

 16.通信運搬費 133,928 147,321 412,000

 18.委託料 125,973 138,572 347,000

 19.手数料 15,864 17,450 18,000

 20.賃借料 120,000 132,000 336,000

 21.修繕費 36,850 40,535 109,000

 27.公課費 6,600 6,600 7,000

 29.食糧費 0 0 56,000

 31.負担金 393,580 393,580 532,000

 32.保険料 412,686 412,686 414,000

 34.貸倒引当金繰入額 0 0 59,000

 3. 簡易排水施設費

 4. 総係費

款　・　項　・　目　・　節
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 5.業   務   費 2,839,405 2,968,741 24,306,000

 10.報償費 52,000 52,000 98,000

 18.委託料 1,179,868 1,297,854 19,145,000

 19.手数料 113,537 124,887 303,000

 33.排水設備助成金 1,494,000 1,494,000 4,760,000

 6.流域下水道維持管理負担金 60,581,268 66,639,395 132,234,000

 7.減価償却費 0 0 312,752,000

  1.有形固定資産原価償却費 0 0 289,760,000

  2.無形固定資産減価償却費 0 0 22,992,000

 2.営業外費用 27,446,875 29,476,475 66,740,000

 1.支払利息及び企業債取扱諸費 27,446,875 27,446,875 53,720,000

 2.消費税及び地方消費税 0 2,029,600 13,020,000

 3.特 別 損 失 10,549,950 10,554,315 10,634,000

 5.過年度損益修正損※１ 10,549,950 10,554,315 10,634,000

 4.予   備   費 0 0 1,200,000

費　　用　　合　　計 121,193,642 130,061,913 600,908,000

収入 支出

48.2% 21.6%

50.1% 21.9%

上半期執行率

当年度

前年度
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【むすび】 

1 一般会計・特別会計予算の執行状況等 

（1）予算の執行状況 ※一般会計及び特別会計（水道事業・下水道事業特別会計を除く） 

一般会計の予算額に対する収入済額の執行率は 42.7％（昨年度 45.9％）、支出済額の執行

率は 34.2％（昨年度 31.9％）である。 

国民健康保険特別会計の予算額に対する収入済額の執行率は 45.6％（昨年度 47.1％）、支

出済額の執行率は 41.3％（昨年度 38.6％）である。 

後期高齢者医療特別会計の予算額に対する収入済額の執行率は 30.7％（昨年度 32.7％）、

支出済額の執行率は 19.8％（昨年度 21.2％）である。 

介護保険特別会計の予算額に対する収入済額の執行率は 51.7％（昨年度 44.0％）、支出済

額の執行率は 38.5％（昨年度 38.7％）である。 

球磨郡障害認定審査事業特別会計の予算額に対する収入済額の執行率は 106.4％（昨年

度 96.1％）、支出済額の執行率は 39.4％（昨年度 34.4％）である。 

球磨郡介護認定審査事業特別会計の予算額に対する収入済額の執行率は 92.7％（昨年度

85.0％）、支出済額の執行率は 35.2％（昨年度 38.1％）である。 

 

（2）予算の執行状況（水道事業・下水道事業特別会計） 

水道事業特別会計の予算額に対する収入済額の執行率は 54.5％（昨年度 50.9％）、支出済

額の執行率は 17.4％（昨年度 18.3％）であり、概ね適正な予算執行がなされている。 

下水道事業特別会計の予算額に対する収入済額の執行率は 48.2％（昨年度 47.4％）、支出

済額の執行率は 21.6％（昨年度 20.5％）である。 

 

2 監査の結果及び特記事項（指示・要望） 

【各課共通】 

現金監査の際に、釣銭用の現金をデスクマットの下に入れている課や、窓口手数料の入力

を間違えている支所があったが、たとえ少額でも公金を扱うことの慎重さ・大切さの意識の欠落

と感じた。現金を扱う課のみならず、町全体として、再考していただきたい。なお、各学校に公金

取り扱いのマニュアルが作成されていたが、各課においても参考とされうるものと思われるので、

取り入れられるものであれば、町として参考にしていただきたい。 

施設・備品については、町予算外での取得（寄附）のものも、公会計導入時においては、資産

として計上すべきではないかと考えるが、県等への確認を取って、寄付での取得資産も資産計

上の必要があるとされれば、対応方お願いしたい。 

各課が関与している補助金については、補助金交付で終わらず、適切な使われ方ができて

いるかまで責任を持っていただきたい。もし、支出先の決算内容も調査できるよう条例・要綱が

整備されていなければ、条例・要綱の改正及び補助金の交付要件に追加することも考えていた

だきたい。 

 

【総務課・消防団】 

消防団活動においては、各団員の献身的な活動に感謝します。 

監査時にポンプが動かない（充電不足）分団があった。緊急時の対応が可能なように、随時

点検を行っていただきたい。 

長期間の活動がされていない団員については、退職慰労金の関係が生ずるので、幽霊団員

の確認と退団の意思確認を徹底していただきたい。 

バイクの鍵がつけたままやチェンソーを棚に置きっぱなしなど、外部からの盗難防止策が取

られていない分団があったので、盗難対策の検討をお願いしたい。 

清水地区の防火水槽のマンホール蓋が 3 年前の指摘事項以来改善されていない。早急に対
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応願いたい。 

また、防火水槽の破損があるところについては、危険防止の観点からも早急に改修願いたい。 

 

【教育課】 

（学校教育） 

各学校ともそれぞれ工夫をされて、限られた予算の範囲で児童・生徒さんのために努力され

ており感謝します。 

各小学校の作成している通学路の安全点検後の地図は、各家庭への情報還元（共有）だけ

でなく、あさぎり中学校への情報提供をお願いしたい。 

屋内消火栓については、設置だけでなくその使用方法のマニュアル作成をお願いしたい。 

深田小学校のクスノキによる石塀の損傷は、今後状況の定期的な確認をお願いしたい。また、

各小学校の老朽化による破損等は、児童への安全確保するよう努めていただきたい。他県に

おいては、剪定作業中の学校長の死亡事故が発生していることもあるので、学校内外の樹木

の点検を定期的に実施していただくとともに、剪定作業は専門の業者に依頼し実施していただ

きたい。 

（社会教育） 

町指定の文化財については、合併前からの指定であり、基準の見直しを検討願いたい。 

文化協会への補助金については、その使途について適切でないものがあった。補助金の交

付については、交付先の決算状況についても適切な助言指導をするようにしていただきたい。 

 

【企画政策課】 

ふるさと納税額の拡大のため、色々と工夫していただいており感謝します。 

あさぎり商社へのふるさと納税委託料については、あさぎり商社の最終損益を見積って、同

社の多額の法人税納付にならないよう委託率を交渉していただきたい。 

同社の事業計画では、プロモーション活動やポータルサイトの更新が挙げられているが、今

年度半年での実施が確認されていないようだが、ふるさと納税のピークは年末なので、早期の

確認と指導をお願いしたい。 

地域づくり団体助成金は、低額な助成金での街づくりに貢献するものであり、有効な施策と思

われるので、今後も予算化していただきたい。なお、実施要綱によると、2 年（延長で 5 年）最高

20 万円となっているが、実施希望団体の状況を再検討して、希望団体が多くないのであれば、

制限の緩和（助成金のアップ）も考慮していただきたい。 

 

【町民課】 

ごみ量の削減には努力していただいており感謝します。毎月広報紙への掲載もされています

が、時には、年度別の収集状況や回収費用を記載して、さらなるごみ削減を PR していただきた

い。 

マイナンバーカードの普及を懸案事項として認識されて、閉庁日対応等取り組まれているが、

県内の一部市町村では、地域振興券等の購入に際し、マイナンバーカード所有者のみに別枠

を設けているところもあるので参考としていただきたい。 

 

【商工観光課】 

町内事業者の活性化につながる各種施策は、事業者のみならず、町民への補助にもなって

おり今後も実施していただきたい。 

商工振興補助金の 1 件について、計算の間違い（消費税込みとなっている）があることから、

至急再計算し補助金の還付を求めていただきたい。 

店舗改装事業補助金については、支給基準の床面積では、壁の補修の計算が困難である
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（又は不利となる）ため、基準の再検討と、現在支給されている分についての検討をお願いした

い。 

あさぎり商社の営業内容は、ふるさと納税委託料を除くと大幅な赤字であり、過去に実施した

経営診断が生かされていないと思われる。診断料の無駄遣いとなることから、診断に基づく対

応策を考えるよう指導していただきたい。 

 

【農林振興課】 

農業経営分析事業における、過去 3 年間の個別の農家の経営状況については、個別の追

跡調査を実施し、実施農家の収益向上等、当該事業の効果を判断していただきたい。また、併

せて実施農家へのアンケート（当該事業の必要性など）も行い今後同様な事業の継続が必要

かを判断していただきたい。 

 

【生活福祉課】 

各施設が補助金で購入している物品については、書類での審査だけでなく、不定期的に現物

の有無・設置場所・使用状況などを実地調査して確認していただきたい。 

 

【健康推進課】 

スマートウェルネス事業関係補助金で、通信料・インターネット接続は補助対象外だが、T-

well システム利用料の基本料金 90 万円は、それに該当するのではないか確認願いたい。 

また、当該事業は 3 年で終了とのことだが、せっかく根付き始めてきた健康意識（運動習慣）

を継続させるよう検討していただきたい。また、当該データについては、個人情報に配慮したう

えで、町民へ有効に還元していただきたい。 

 



あさ監第 57号 

令和 5年 1月 30日 

あさぎり町議会議長 德永 正道 様 

あさぎり町長    尾鷹 一範 様 

 

あさぎり町監査委員 園 田 孝 幸 

                   あさぎり町監査委員 加賀山 瑞津子 

 

あさぎり町議会からの請求に係る監査の結果に関する報告書 

 

 地方自治法第 98条第 2項の規定により監査を実施したので、その結果に関する報告

を下記のとおり提出します。 

 

1 請求の受付 

(1) 請求年月日 

令和 4年 12月 12日 

(2) 監査請求事項 

台風 14 号豪雨災害に起因した、令和 4 年度あさぎり町水道事業会計における水

道の断水等に対する水道料金減免措置、並びに令和 4年度あさぎり町下水道事業会

計における下水道料金減免措置に関する事項 

 

2 監査の実施 

(1) 監査期間 令和 4年 12月 13日～令和 5年 1月 23日 

(2) 監査対象 あさぎり町上下水道課（以下「上下水道課」という） 

(3) 監査場所 あさぎり町上下水道課事務室、監査室、議会事務局 

(4) 監査請求事項の経緯 

令和 4 年 9 月 18 日～19 日の台風 14 号により、あさぎり町須恵配水池、同町上

旧川北浄水場、同町上皆越取水場、同町岡原第一浄水場及び同町岡原第二浄水場の

施設が停電、濁水流入、土砂流入及び取水口の埋没などにより、これら施設の上水

道供給対象地区（以下「本件対象地区」という）において、断水、水の濁り、水圧

不足及び復旧後の白濁が生じた（以下これらの被害を「本件被害」という）。 

本件被害により、飲料水確保の困難、トイレ等の利用制限及び復旧後の水道水の

濁りなどの影響が生じたとして、上下水道課は、本件対象地区の 10月（9月使用）

分の上下水道基本料金の減免措置（以下「本件減免措置」という）を行った。 

この本件減免措置に対しあさぎり町議会は、令和 4 年 12 月 9 日に、本件減免措

置は、「あさぎり町水道事業給水条例施行規定第 22条第 1項第 4号」を根拠として



あげているが、それに基づく実施要綱等が措置されておらず、減免対象者の選定や

減免内容の措置基準について具体的明示根拠がない状況で事務着手されていると

決議（以下「本件決議」という）して、同月 12日付で上記 1の（2）の監査請求事

項についての監査及び結果の報告の請求（以下「本件請求」という）を提出した。 

(5) 監査方法 

本件請求受付の際に、森岡副議長及び議会事務局に本件請求の趣旨を確認したと

ころ、本件決議の文言のとおり、本件減免措置に至った経緯及び条例等との問題を

監査請求するもので、本件減免措置による減免額料金の返還の判断まで求めるもの

ではないとの確認を得た。 

よって、本件減免措置に至った経緯と根拠に主眼を置いた監査を行うこととし、

上下水道課及び議会事務局の有する文書の監査、本件被害の状況の聞き取りと、本

件対象地区のうち上下水道課への聞き取りで、被害状況が一律でないと思われる上

川北地区への被害状況のアンケートを上下水道課へ依頼し実施した。 

(6) 監査書類等 

監査した行政文書等は、議会事務局ファイル『「協議会記録・調整」「全員協議会」』、

『「委員会記録・調整」「総務建設経済常任委員会」』、上下水道課ファイル『「庶務」

「令和 4年台風 14号被災関係綴」』、『「災害復旧」「令和 2年 7月豪雨災害復旧工事

関係書類」』、『「水源関係」「岡原地区竹野（萬建設内）災害・緊急用井戸契約関係」』、

『「災害復旧」「令和 2 年 7 月豪雨関係」』、『「災害復旧」「令和 2 年 7 月豪雨関係」

（事務関係綴）』及び PC内「水道管路管理システム（国土情報開発）」である。 

 

3 監査結果 

(1) 水道施設の被害状況と影響 

上記 2の（6）の上下水道課保有の監査書類等の『「庶務」「令和 4年台風 14号被

災関係綴」』及び PC 内「水道管路管理システム（国土情報開発）」の確認並びに上

下水道課長及び同課長補佐への聞き取りにより、以下の水道施設の被害状況及び利

用者への影響が判明した。 

なお、本件被害の影響は、令和 4 年 9 月 27 日まで続き、本件対象地区は、飲料

水の確保が困難となるほか、トイレ等の利用制限が生じ、更に復旧後にも水道水の

濁りなどの影響が生じた。 

イ 旧川北浄水場 

取水口埋没により上水道の断水、水圧不足及び白濁が生じた。 

ロ 岡原第一浄水場 

停電による電源損失と浄水場内への土砂流入により、上水道の断水と白濁の被

害が生じた。  

 



ハ 岡原第二浄水場  

停電による電源損失、浄水場内への土砂流入及び河川取水口の土砂埋没により、

上水道の断水と白濁の被害が生じた。 

 ニ 皆越取水場 

停電による電源損失及び取水ポンプの故障により、上水道の断水及び白濁が

生じた。 

   ホ 平山配水池 

   停電による電源損失により、上水道の断水と白濁が生じた。 

(2) 本件減免措置に至った経緯（別添資料添付） 

議会事務局ファイル『「協議会記録・調整」「全員協議会」』、『「委員会記録・調整」

「総務建設経済常任委員会」』、上下水道課ファイル『「庶務」「令和 4 年台風 14 号

被災関係綴」』及び PC 内「水道管路管理システム（国土情報開発）」の確認並びに

上下水道課長及び同補佐への聞き取りにより、以下の事項が判明した。 

イ 減免措置の実施立案まで 

上下水道課は、本件対象地区世帯の上記（1）の被害による断水や水圧不足、更

に断水復旧後の濁りや白濁解消のための水道の長期開栓及びそれに伴う下水量

の増加を考慮し、上下水道の料金及び使用料（以下「上下水道料金」という）の

基本料金減免を考えた。 

なお、上下水道課は、当初上地区について、「石坂」、「永山」、「狩所」、「皆越」

の 4地区を減免対象の地区と考えていたが、上川北地区の他の地域からも、水圧

不足や白濁の報告があり、十数件の電話による聞き取りを行ったが、地域の特定

にまでは至らなかった。そのため、上川北地区全域を対象とした調査も考えたが、

限られた人員の事務量を災害復旧対応へ優先すること及び旧川北浄水場から水

道管が川北地区全域に関係していると推察し、また、本件対象地区は、広範囲に

及ぶところ、令和 2年 7月豪雨災害においても上水道料金の免除をしたことを鑑

み、今回においても同様の措置をしてはどうかと、課内で検討し、川北地区全域

を災害影響地区とし町長への判断を仰いだ。 

町長への報告・相談は、令和 4 年 9 月 29 日以降行われており、上記のとおり

被害の復旧作業が優先されるべきと判断し、また、令和 2年 7月豪雨の際にもあ

さぎり町内全てが断水被害等を受けていないにも関わらず、全戸の調査等をしな

いで水道料金等の減免措置を行っていることから、町民の救済を優先させるため

に、今回も本件対象地区の全戸を調査することなく現状で把握している被害状況

で判断し、同年 10 月 3 日に上下水道料金の減免の決裁を得て、同月 6 日に該当

地区への回覧での周知を行った。 

 

 



ロ 議会への報告等 

議会への報告は、令和 4 年 10 月 21 日に総務建設経済常任委員会、同月 27 日

に議会全員協議会で報告説明がされた。また、同年 9 月 24 日に災害施設への議

会視察が行われている。 

(3) 実施アンケートの結果 

令和 4 年 12 月 22 日付で上川北地区 975 件へ本件被害の状況のアンケートを行

った結果は、何らかの被害があったと回答されたものが 629 件中 285 件、「石坂」、

「永山」、「狩所」の 3地区以外の地区においても 446件中 126件の被害ありとの回

答があった。 

なお、「石坂」地区においては、76件中 5件の被害なしとの回答があった。 

(4) 過去の実施事例（令和 2年 7月豪雨災害時等） 

議会事務局ファイル『「協議会記録・調整」「全員協議会」』、『「委員会記録・調整」

「総務建設経済常任委員会」』、上下水道課ファイル『「災害復旧」「令和 2年 7月豪

雨災害復旧工事関係書類」』、『「水源関係」「岡原地区竹野（萬建設内）災害・緊急

用井戸契約関係」』、『「災害復旧」「令和 2年 7月豪雨関係」』、『「災害復旧」「令和 2

年 7月豪雨関係」（事務関係綴）』並びに上下水道課長及び同課長補佐への聞き取り

によると、過去の同様な事例として、上下水道課は、令和 2年 7月豪雨災害時にお

いて、あさぎり町内全戸に対して、令和 2年度 8月（7月使用）分の水道基本料金

の減免をおこなっている。 

その際根拠とした条例等は、今回と同じく「あさぎり町水道事業給水条例第 35

条並びにあさぎり町水道事業給水条例施行規定第 22 条第 1 項第 4 号」であり、議

会への説明は、令和 2 年 8 月 17 日の町民への回覧前の同月 3 日の総務建設経済常

任委員会と同月 5日の全員協議会にておこなわれている。 

(5) 上下水道課の人員及び業務 

   あさぎり町上下水道課は、現在 10名在職しており、主な従事事務は、37ヶ所に

及ぶ上水道施の水質管理、上下水道施設への保守点検業務、水道施設再編整備工事、

給水管敷設替工事、上下水道の使用量確認業務、上下水道料金の徴収と未納者への

督促などのほか、今回のような災害被害時の対応である。 

  なお、令和 4年 9月 19日から同月 26日までの 8日間で同課職員の残業（時間外

勤務）時間は、約 397 時間であり、一人当たり 40 時間弱（1 日 5 時間弱）となっ

ている（休日出勤時間を含む）。 

(6)  根拠条例等 

あさぎり町水道事業給水条例第 35条は、「町長は、公益上その他特別の理由があ

るときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金その他の費用を

軽減し、又は免除し、延納することができる。」とし、同条例施行規定第 22条第 1

項で「条例第 35 条の規定により軽減又は減免できる場合は、次の各号のいずれか



に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。」と規定して、第 4 号で

「その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの」と定めている。 

また、同様にあさぎり町下水道条例第 39 条で「管理者は、公益上その他特別の

事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を

減免することができる。」とし、同条例施行規定第 16 条 1 項で「条例第 39 条の規

定による使用料等の減免は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うも

のとする。」と規定して、第 2号で「その他管理者が特に必要であると認めたとき。」

と定めている（以下上記条例第 35条及び上記条例施行規定 22条と併せて「本件条

例等」という）。 

つまり、上下水道料金のいずれにおいても、行政の裁量による減免を認めている。 

これについて、議会は、本件監査請求に関する決議において、実施要綱等の定め

がなく、減免対象者の選定や減免内容などの措置基準がされておらず、また議会へ

の事前の説明等もなく、疑問が残ると指摘している。 

 

4 監査結果の分析と意見 

(1) 本件減免措置の必要性 

本件減免措置は、前記 3 の（1）のとおり本件被害は、広範囲に及ぶと認められ

るところ、同（4）のとおり直近（令和 2 年 8 月）にも同様な事例に対して同様な

措置を講じ、その際問題なく実施されていることからして、妥当な対応策であると

判断する。 

(2) 本件条例等の判断 

前記３の（6）のとおり本件条例等には、行政裁量に基づく上下水道料金の減免

を認めており、本件減免措置に違法性はないと判断する。 

しかし、行政裁量については、これを際限なく認めてしまうと、行政側の恣意が

止められなくなる恐れがある半面、すべてを明文化してしまうと、行政裁量の規定

が無くなり、予期しない事態への救済が出来なくなるという恐れも生ずる。 

本件請求に際しても、議会は本件決議において「具体的明示根拠がない」と議決

しているが、あさぎり町の災害を起因とする上下水道料金の減免がこの 2年で 2回

起きていることや、近年の気象災害の多発ぶりを鑑みると、今後少なくとも異常気

象等の災害に起因する減免措置については、「条例施行規定」又は議会の言う「実

施要綱」で、別段の定めを規定すべきと判断する。 

(3) 本件対象地区選定の妥当性 

前記 3の（2）のイのとおり、上地区については、当初「石坂」、「永山」、「狩所」、

「皆越」の 4 地区であったところを上川北地区全域に広げているが、同（3）のア

ンケート結果からしても、被害割合の差はあるものの、本件対象地区のいずれの地

区においても被害の報告がされていること、及び同（5）のとおり上下水道課の事



務量は、人員に対し事務量が相当量である。 

よって、大きな災害後に被害状況の完全な把握に費やす事務量と災害復旧の事務

量の優先度合いを考慮すると、本件十数人への聞き取りと被害施設の対象とする給

水地域から地区を選定したのはやむを得ないものと判断するが、上記（2）の判断

のとおり今後異常気象等に対する別段の定めをする際には、減免措置対象地区等に

ついても何らかの基準を設けるべきと考える。また形式的基準を設けてあるほうが

同課職員の減免措置事務量削減にもつながると考える。 

(4) 議会への報告について 

前記 3 の（2）のロのとおり、本件減免措置については、住民回覧後に議会へ報

告されているが、同（4）のとおり令和 2 年 7 月豪雨災害の際には、事前の報告が

されている。 

令和 2年豪雨災害の際に議会から減免についての指摘もなく、本件被害も同災害

に準ずることから事後報告にしたとも考えられるが、上記（2）のとおり、行政裁

量において判断される事案においては、恣意性が憂慮されることもあることから、

本件減免措置のような広範囲に及ぶ減免措置については事前に報告されたほうが

良かったと考える。 

なお、今後条例等の改定がされ、基準が明らかになれば、早期の事後報告でも問

題ないと考える。 


















